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はしがき …………………………………………………………

研究会メンバー …………………………………………………

はしがき …………………………………………………………

この冊子では平成22年度から平成23年度に実施した「70歳雇用に向けた従業員向けエイジ・マネジ

メント施策に関する調査研究」の結果概要を紹介します。この研究は、平成20年度から平成21年度に

実施した「70歳雇用に向けた高年齢者の体力等に関する調査研究」の結果を踏まえ、高年齢者が就業

する上で課題となる体力・生活習慣そして労働適応能力の実態を明らかにするとともに、70歳を超え

ても働くことの出来るような体力等の維持・向上に向けて若年時から高齢期に至る各年代毎にどのよ

うな「生活モデル」が考えられるかを検討するため、産業医科大学に委託して実施したものです。研

究の実施に当たっては産業生態科学研究所健康支援部門人間工学教室の神代雅晴教授を中心に各企業

の産業医並びに学識経験者で構成する研究会を設置し、調査の実施・分析を進めたものです。

この冊子では、20歳代以降の「高齢期を働くための生活モデル」を年代毎に提示したほか、各年代

ごとに体力や労働能力がどのような実態となっているかの概要を紹介しました。70歳雇用時代にあっ

て、20歳代からどのような健康管理をしていったら良いかを検討するうえで参考にしていただければ

幸いです。

本調査研究の実施に当たってご協力いただきました各事業所、従業員の方形に改めて感謝申し上げ

る次第です。
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構　成 ……………………………………………………………

－ 2－

構　成 ……………………………………………………………

高齢期を働くための生活モデル

調査研究結果の概要
１. 企業向け調査（アンケート調査）から

（1）高齢者就労への人事担当者の意向

（2）高齢者への健康確保対策

（3）産業医の活用状況

２. 従業員向け調査（体力測定・アンケート調査）から

（1）加齢と体力水準

（2）運動習慣による体力水準の向上

（3）運動習慣の形成と労働適応能力

（4）ワークライフバランスと運動習慣、および労働適応能力

（5）生活機能及び疲労・回復機能

（6）高齢期の就業意識

おわりに

～「エイジ・マネジメント」とは～

エイジマネジメントとは、健康にして、かつ仕事が出来る高齢者でいられるために若い

時から各年齢層に応じた備えをすることを指す。備えとは、たとえば、一人ひとりが日常

の運動習慣を持つというささやかな対策でも重要な鍵となる。一方、企業としては一人

ひとりの従業員に対して年代毎の健康支援と多面的に職務能力を向上させるためのオンザ

ジョッブ研修を行うことである。
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研究の概要 ………………………………………………………

－ 3－

研究の概要 ………………………………………………………

１　企業の人事担当者を対象

とするアンケート調査

２　労働者を対象とする体力

測定調査

３　労働者を対象とするアン

ケート調査

高年齢者の就労に対する考え方、健康確保対策等について明

らかにするため、東証一部上場企業および非上場企業の人事

担当者を対象としてアンケート調査を実施した。

有効回答 305社

従業員規模（対象企業単体）

200人未満 72社　 500人未満 72社

1,000人未満 39社　 3,000人未満 61社

5,000人未満 23社　 10,000人未満 24社

10,000人以上 10社 （無回答４社）

現役労働者の筋力、全身持久力、平衡性、敏捷性、柔軟性

等の体力水準を明らかにするため体力測定調査を実施した。

測定項目は、最高血圧・最低血圧、安静時脈拍、握力、片足

立ち（開眼・閉眼）、ステップテスト、全身反応時間、立位体

前屈、肺活量１秒率、視機能（通常視力・夜間視力）とした。

対象企業数 16社

対象者数 1,313名（女性297名を含む）

年齢の内訳

30歳未満 57名 30－39歳 133名

40－49歳 91名 50－59歳 333名

60－64歳 327名 65－69歳 313名

70歳以上 50名 （無回答９名）

働くための体力、労働適応能力が年齢によってどのように

変化するかを調べるため、各年齢層の現役労働者を対象とし

たアンケート調査を実施した。生活習慣・運動習慣について

も併せて調査した。調査結果をもとに、生活機能、疲労回復、

労働適応能力、運動習慣等に関する指標を設定し、加齢に伴

う変化とその加速要因・減速要因を明らかにするための分析

を行った。

対象企業数 ８社

対象者数 2,313名（女性515名を含む）

年齢の内訳

30歳未満 245名 30－39歳 394名

40－49歳 330名 50－59歳 562名

60－64歳 366名 65－69歳 188名

70歳以上 33名 （無回答195名）
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－ 4－

高齢期を働くための生活モデル高齢期を働くための生活モデル

今回の調査結果から、下図の通り、高齢期を元気に働くための生活モデルを提案する。

“高齢期においても元気に働く”ための最重要課題は「労働適応能力の保持・増進」で

ある。これを実現するための第一段階は「余暇時間の確保」と「健康づくりの奨励」を

主題とした「快適生活設計」であり、その延長線上に「快適職場づくり」を目指さなけ

ればならない。それを達成するための行動目標は各年齢層に応じた「運動習慣の形成」

と「睡眠バランスの確保・過重労働のチェック」である。すなわち、健康資源確保に関

するエイジ・マネジメントが重要な役割を演じる。前述の２項目は労働適応能力の保

持・増進のための両輪となる。運動習慣を持つことは体力の保持・増進に寄与するのみ

ならず、精神的健康度の観点からも重要である。同様に過重労働を避け、睡眠バランス

を確保することは、慢性疲労リスクの低減に寄与するのみならず、将来的な就労意欲を

形成するための基礎となる。この生活モデルを実践するためには、企業と従業員との協

力関係が不可欠であり、また、生産性の高い高齢労働社会の実現に向けた社会全体での

後押しが必要である。

高齢期を働くための生活モデル
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－ 5－

先に示したとおり、高齢期においても年齢に関わりなく働きたい人が働けるようにす

るためには、労働適応能力の保持・増進が肝要である。以下に企業等におけるエイジ・

マネジメント施策の具体的内容・実施手順および個々人の生活モデルを提案する。

20歳代　“労働生活への適応期”

体力的な面では最も充実した時期であり、一方で学校を卒業し、仕事を覚え、

職場に慣れるための時期である。生活面の特徴として、勤務日と休日の睡眠時間

の差（睡眠バランス）が大きいことが挙げられる。

運動面では、学生時代から運動している者は、継続して運動習慣を保持するが、

そうでない者は健康保持のための運動習慣形成とは縁遠い場合が少なくない。特

に女性の場合、運動習慣を持たない割合は20歳代において顕著である。

エイジ・マネジメント施策としては、本モデルの導入期にあたり、労働生活へ

の適応とエイジ・マネジメントの基礎となる快適生活設計を意識づけることが主

題となる。キーワードは“快適生活設計”である。仕事のみに価値をおくのでは

なく、生活全体を価値あるものとして認識できるように働きかけることが重要で

あり、健康な生活者としての自覚を持つことができるようにする。

具体的な内容・実施手順としては、新入社員研修や定期健康診断の際に社会人

としての“快適生活”を意識させ、睡眠や食生活などの生活習慣をチェックし、

個々人の生活リズムの確立を目指す働きかけが望まれる。実践の場では生活習慣

チェックの得点化などのゲーム的な要素や同期・同僚との競争要素などを取り入

れるのも一つの方法である。また、この時期から多能工化を目指した企業研修を

始める事が重要となる。

個々人の生活モデルとしては、睡眠バランスの適正化を心懸け、休日に寝溜め

したりしないよう、また自身の活動量に見合った食生活を心懸けることが重要で

ある。特に、学生時代に体育会系の活動をしていた場合、一般的な成人男性に必

要な摂取カロリー以上の食生活を送っているケースが見られ、20代後半から肥満

につながることがある。自身の活動量に見合ったカロリー摂取量を知るためにも

運動習慣を含めた生活習慣のチェックが重要である。
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－ 6－

30歳代　“中高年への準備期”

職場においては仕事にも慣れ、企業の労働力として期待される時期である。体

力的な面について数値的な低下はみられないが、20歳代に比べると自覚的な体

力・回復力の低下が現れる時期でもある。

生活面においては、20歳代と同様に勤務日と休日の睡眠時間差が大きい傾向が

ある。また、仕事上の責任範囲の拡大により、ワークライフバランスへの不安が

強まる傾向がみられ、運動習慣を有する割合が全年代で最も低い時期でもある。

エイジ・マネジメント施策としては、導入期から実行期へ向けての準備段階に

あたり、各自が自身の健康状態および労働適応能力に関心を持ち、行動につなが

るように促すことが主題となる。労働適応能力に関しては、「知っている、出来

る、経験している」といったアビリテイを蓄える時期である。

高齢期に向けての健康づくりのキーワードは“快適職場づくり”であり、「余

暇時間の確保」と「健康づくりの奨励」を積極的に勧める時期である。具体的な

内容・実施手順としては、勤務時間・休憩時間の適正管理を行い、過重労働に陥

らないよう職場・部署レベルでの取組が必要である。職場一体となった余暇時間

の確保として、“ノー残業デー”を設定することも有効であろう。また余暇時間

の確保とあわせて、運動習慣を持つことの重要性と得られる利益を強調し、これ

まで運動に対してあまり馴染みがなかった者であっても参加しやすい運動実践プ

ログラムを提供することが望まれる。定期健康診断と併せてスポーツテスト・体

力テストを実施することも自身の体力を知り、運動を開始する良い契機になるだ

ろう。また、手軽にできる運動プログラムとしては、ウォーキングやジョギング

など、また職場・職域単位であれば、フットサル（ミニゲーム形式のサッカー）

や簡単なエアロビクスダンスなどが考えられる。運動習慣を持つことは、職場や

地域でのコミュニケーションの増加や仲間作りに寄与し、体力面のみならず、精

神衛生の面でも十分な効果が期待される。

個々人の生活モデルとしては、適正な勤務時間を心懸け、余暇時間の確保に努

めることが重要である。同時に、余暇時間を活動的に過ごすことを意識し、特に

デスクワークが主体となる職場の場合は、歩数計などを活用して自身の活動量を

知り、「健康づくりのための運動指針2006（国立健康・栄養研究所）」に示されて

いる身体活動量の目標値等と照らし合わせて、自分に必要な運動量を知っておく

とよい。

155



－ 7－

40歳代　“高齢労働前期対策”

この時期は、主たる労働力として期待され、管理職としての役割を担うことが

多くなり、職務上の責任が増加する。この時期に差し掛かると、ワークアビリテ

イを深めることから職務能力を水平展開できるエンプロイアビリテイ向上への切

り替えが必要となる。一方、体力的な面については、筋持久力・平衡機能をはじ

めとする運動機能の減衰が始まる時期である。生活面においては、20－30歳代と

同様に、勤務日と休日の睡眠時間差が大きい傾向があり、翌日になっても疲労感

が取れないという訴えが目立つようになる。「10年後も現在の仕事は可能か」と

いう問に対して「そうは思わない」という回答が増加するのもこの時期である。

エイジ・マネジメント施策としては、より実際的なアプローチが必要となる実

践期にあたり、各自が自身の健康状態および労働適応能力に十分な関心を持ち、

高齢期の労働実現に向けて行動変容・意識改革を実践することが主題となる。

具体的な内容・実施手順としては、労働適応能力評価等によって現在の仕事に

おける自身の能力と仕事の要求度との均衡状態を知り、「生産性を維持しながら

健康に働くためには何をしなければならないか」を認識させる取組が望まれる。

特に持続的な疲労感を有する場合は、職務適応能力の低下につながるのみならず、

精神衛生上の問題を惹起することも多いため、十分な配慮が必要である。定期健

康診断の結果を含め、個別面談等による実際的なアプローチを用い、健康増進に

対する理解と容認の関係を構築する取組が必要となる。

個々人の生活モデルとしては、勤務と余暇のバランスを再度見直し、「慢性疲

労の低減」と「体力の保持増進」を実践することが求められる。30歳代と同様に、

余暇時間を活動的に過ごすことを強く意識し、自分に必要な運動量と自分にあっ

た運動方法を確立することが重要である。特に生活習慣病が疑われる場合は、食

事の改善と運動を併用して体重のコントロールを行い、血圧や血液データ、内臓

脂肪量など医学的な指標についても留意する必要がある。また運動の実践を記録

しておくと、達成感の獲得とモチベーションの維持に効果的である。
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50歳代　“高齢労働後期対策”

この時期は、管理職としての役割がより増加するとともに、身体的な労働負担

感は減少に向かう傾向がある。体力的な面については、運動機能の低下は否めず、

また視機能の低下が自覚されるようになる。また、転倒・転落につながるような

平衡機能の低下が顕在化をはじめる場合もあるが、その一方で運動習慣の効果が

明確に現れてくる時期でもある。

生活面においては、30－40歳代と比較して、勤務と余暇のバランスが改善され

る傾向があるが、運動習慣の形成に至っていない者も多い。

エイジ・マネジメント施策としては、高齢労働に向けた実践期にあたり、高齢

労働を自身の問題として認識し、実現するための“助走”が主題となり、労働適

応能力を保持・増進する取組が必要となる。

具体的な内容・実施手順としては、40歳代と同様に労働適応能力評価等によっ

て現在の仕事における自身の能力と仕事の要求度との均衡状態を知り、「生産性

を維持しながら健康に働くためには何をしなければならないか」を認識させ、行

動につなげていく取組みが必要となる。同時に環境適応能力の向上が50歳代以降

の労働適応能力にも大きく影響するので、その基礎となる情報の収集能力とそれ

らを選択して破棄する取組みも重要となる。さらに10年後を見据えた労働適応能

力の維持増進のため、疾病を含めた自身の健康状態を知り、労働可能な職務範囲

を見極めるとともに、働くことによって健康が維持され、そのことに満足を得、

60歳以降の就労の継続につながるようなアクティブエイジング・サイクルの確立

を職場・企業全体で支援することが重要である。

個々人の生活モデルとしては、自身の健康に関心を持ち、積極的な運動と日常

生活により、体力の保持・増進に努めることが中心となる。特に生活習慣病が疑

われる場合は、食事の改善と運動を併用して体重のコントロールを行い、血圧や

血液データ、内臓脂肪量など医学的な指標についても留意する必要がある。なお、

実践する運動プログラムについては、“運動を始めたばかり”、“かつて運動して

いたが再び始める”“これまで継続していた”等を考慮し、個々人の体力水準や

健康に配慮したものを実施することが重要である。運動強度とその実施頻度につ

いては継続できる範囲で行うことが望ましい。「息が上がる程度の運動強度（例

えば、30分程度の速歩）」を週に２回を行うと週あたりの運動量としては４エクサ

サイズ 注）となり具体的な目安の一つとなる。またシコ踏み動作などは脚筋力の保

持・増強に役立ち、転倒予防の取組としても有用である。

注）：エクササイズとは、身体活動の量を表す単位で、身体活動の強度に身体活動の実施時間をかけたものであ
る。より強い運動単位ほど短い時間で１エクササイズとなる。厚生労働省は、週当たりの身体活動量の目標値と
して23エクササイズを提唱し、そのうち４エクササイズは活発な運動を行うことが望ましいとしている。
詳しくは、厚生労働省：健康づくりのための運動指針2006を参照。
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60歳代後半　“健やかな高齢労働期”

エイジ・マネジメント施策としては、高齢労働の最終実践期にあたり、健康な

生活を維持して十分な労働能力を発揮することが主題となる。

具体的な内容・実施手順としては、疾病を含めた健康状態に留意し、労働可能

な職務範囲を見極めるとともに、働くことによって健康が維持され、そのことに

満足を得るアクティブエイジング・サイクルを確立する。特に生活習慣関連疾患

の防止或いはそれらの関連疾患の促進防止は最も重要である。併せて高齢労働者

に適応した職務・職場環境を再設計し、高齢労働者の健康を守るとともに生産性

の保持・増進を行う。社会的にも高齢労働に対して価値がおかれ、就労継続によ

るWel l-Beingの実現が社会的な合意事項となる。

個々人の生活モデルとしては、自身の健康に関心を持ち、適度な運動と活動的

な日常生活を心懸け、体力の保持・増進に努める。

60歳代前半　“70歳現役へ向けた実践期”

エイジ・マネジメント施策としては、高齢労働の実践期にあたり、労働を健康

に生活するための一つの手段と見なし、実践することが主題となる。

具体的な内容・実施手順としては、疾病を含めた健康状態に留意し、労働可能

な職務範囲を見極めるとともに、働くことによって健康が維持され、そのことに

満足を得るアクティブ・エイジング・サイクルの確立を職場・企業全体で支援す

ることが重要である。この時期は快適な職場環境が保たれていれば、若い時から

培われてきた職務能力が十二分に発揮でき、企業としても強力な戦力となる従業

員を抱え込むことになる。また高齢労働者に適応した職務・職場環境を再設計す

ることにより、高齢労働者の健康を守るとともに生産性の保持・増進につながる。

個々人の生活モデルとしては、自身の健康に関心を持ち、積極的な運動と活動

的な日常生活を心懸け、体力の保持・増進に努める。働くことに喜びを見出し、

自身の経験・技術を活かすとともに、公私問わず新たなことにチャレンジするこ

とが重要である。
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調査研究結果の概要調査研究結果の概要

（1）高齢者就労への人事担当者の意向

305企業の人事部を調査対象として、61歳から70歳の従業員の就労についての意見

を求めたところ、積極的に活用したいとする回答が45.9％、一部活用したいとする回

答が39.7％と、全体的に高齢者の就労に対して前向きであった。

高齢者の雇用継続に際して、具体的な判断基準を活用しているかという設問に対し

て、具体的な判断基準を活用しているとする企業は120社あり、高齢者の就労に前向

きな回答をした261企業のうちの約半数（46.0％）であった。

１. 企業向け調査（アンケート調査）から
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健康に問題がないと仮定した場合の職種ごとの高齢者の就労への賛否を61歳以降、

66歳以降、71歳以降の３段階に分けて尋ねた。65歳までの就労継続については、いず

れの職種においても非常勤のケースまで含めると、ほぼ５割以上で前向きな回答が得

られた。しかし、66歳以上では、常勤と非常勤のケースを合わせて２割前後と少なく

なり、70歳以上では経営層と警備だけがかろうじて１割を超える結果となった。
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（2）高齢者への健康確保対策

高齢者の健康確保に関する対策について、その価値を認めるかどうかを尋ねた。費用

とマンパワーがあるという前提条件であれば、動脈硬化性疾患対策とがん対策の二次予

防に対しては75％以上の回答者がその価値を認めるとしていた。その他の一次予防（動

脈硬化性疾患、がん、筋骨格系疾患、転倒防止）に対しても、価値を置くという回答が

過半数あった。また、加齢に伴う視力の低下に対する休憩の確保のような作業管理的な

措置についても過半数がその価値を認めていた。一方、転倒防止へのバリアフリーのよ

うな施設的な対策やモチベーションを改善するための処遇の改善や権限の付与等につい

ての前向きな回答は４割程度に留まっていた。

（3）産業医の活用状況

次に高齢者就労に関連する健康管理対策において、中心的な役割を期待される産業

医の活用と対策への関与について尋ねた。その結果、産業医の職務は「個別相談や診

療が主」とする回答が13.1％あり、健康診断の実施と事後措置に留まるとする回答も

21％みられた。法定の職場巡視や衛生委員会への出席をしているとする回答は30.5％

あり、より広い健康に関する企画や施策への関与や実行責任までになると18.7％に留

まっていた。
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産業医の実際の関与として、がん検診や循環器疾患の検診は２割前後で、その他の

健康教育が15％前後に留まっていた。機能面の医学的な評価への関与は視覚・視力の

10.8％以外は５％未満であった。但し、いずれも場合にも、今後の企画や実施への関与

を期待するという回答が３割から４割程度認められた。
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（1）加齢と体力水準

職種の異なる企業（16社）の協力を得て、主に50～69歳の労働者を対象とした体力

測定調査（1,313名）を実施し、加齢による体力水準の変化を把握した。併せて、質問

紙調査（８社：2,313名）を実施し、労働適応能力、運動習慣、生活機能、疲労様態お

よび就労意欲についてデータを収集した。

今回の調査の結果、加齢とともに体力水準が低下することが確認され、特に「平衡機

能」において、その傾向が強いことが示唆された。一方、心肺機能・持久力について

は、肺活量１秒率、ステップテスト後の心拍数ともに年齢との強い相関関係はみられ

なかった。

これらの結果は、加齢により平衡機能が低下した結果、転倒等の事故のリスクを高

める可能性が示唆される一方で、就労を継続することにより、結果として心肺機能が維

持されている可能性を示唆している。

２. 従業員向け調査（体力測定・アンケート調査）から
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（2）運動習慣による体力水準の向上

日常生活の中で、「30分以上のウォーキング程度」以上の運動を、「週に２～３回程度」

以上の頻度で「２年」以上実施している者を「運動習慣あり」として、運動習慣による

体力水準の差違について検討した。その結果、運動習慣がある者は高い体力水準を維

持していることが示された。特に「肺活量１秒率」「最低血圧」「安静時脈拍」「ステッ

プテスト後の心拍数」等の心肺機能・循環器機能の成績において運動習慣がある者は、

顕著によい成績を示した。また「閉眼片足立ち」においても運動習慣の効果は統計学

的な有意差が認められた。この結果は、転倒予防の観点からも運動習慣の形成が重要

であることを示唆している。また、総合的な体力水準の観点から見ると、体力水準の

低下が顕在化する50歳代であっても、運動習慣がある者は平均以上の体力水準を維持す

る一方で、運動習慣がない者の体力水準は、平均を下回る体力水準であった。

左図の「平均体力水準」とは、11の体力測定項目
（握力、全身反応時間、開眼・閉眼片足立ち、肺活
量１秒率、ステップテスト終了60秒後・90秒後の
心拍数、最高・最低血圧、安静時脈拍、立位体前屈）
を各標準偏差で標準化し、合計値を再度、標準化し
た値（平均が０，標準偏差が１）である。値が高い
ほど、体力水準が高いことを意味する。
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（3）運動習慣の形成と労働適応能力

次に、運動習慣に関連する要因について探索した。その結果、年齢が上がるにつれ

て運動習慣がある者の割合が増加していた。また45歳以上では、運動習慣がある者ほ

ど勤務時間が短い傾向がみられた。また、運動習慣がある者はそうでない者と比較し

て、優れた労働適応能力を持つ者が多い（WAIカテゴリがExcellent）ことが確認され

た。これらの結果から、運動習慣を形成するためには時間の確保が重要であり、ワー

クライフバランスの重要性が再確認された。また運動習慣と労働適応能力（Work

Abi l i ty）との関連が示されたことは、一つは体力水準の向上が背景にあり、また運動

を実施することによりメンタルヘルスに及ぼす好影響も考えられる。運動習慣形成が

労働適応能力を維持向上させるための有効な介入ポイントであることが推測される。

「Work Abi l i ty Index；WAI」とは、各自
の職務をどれほど上手に遂行できているか
を示す「労働適応能力指標」として、フィ
ンランドで開発されたものである。下記の
７項目に対する回答に基づいて、７～49点
の範囲で得点化され、Excellent（優れてい
る）、Good（よい）、Moderate（標準）、
Poor（劣っている）の４段階で評価される。

１）これまで働いてきた中で、最もよい時
を10点とすると、現在のあなたの労働
能力は何点ですか？

２）現在の仕事に、あなたの筋力、体力で
どの程度応えられていますか？

３）あなたの現在の病気、障害で医師の診
断、治療を受けているものを選択して
ください。（選択肢省略）

４）あなたの疾患やケガは現在の仕事の支
障になりますか？

５）過去12ヶ月間に、病気のために合計何
日間休みましたか？

６）現在の健康状態から考えて、２年後、
現在の仕事は可能と思いますか？

７）現在の仕事に、あなたの精神的能力で
どの程度応えられていると思いますか？
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（4）ワークライフバランスと運動習慣、および労働適応能力

ワークライフバランス（今の職場では、仕事と家庭が両立できるよう、十分配慮され

ていると思いますか）と労働適応能力との関連が確認され、ワークライフバランスがよ

い職場ほど労働適応能力が高いことが示唆された。特に、「今の職場では、仕事と家庭

の両立ができるよう配慮されているとは全く思わない」者は他と比較して労働適応能

力が低い傾向（WAIカテゴリがPoorあるいはModerate）がみられた。労働負担について

も、過重労働（オーバーワークロード）は労働適応能力を低める危険因子であること

が示唆されていた。ワークライフバランスが適切でない場合、勤務日の睡眠時間が短

くなる傾向があり、休日に寝溜めをする傾向がみられた。さらに、運動習慣との関連か

らも「配慮されているとはまったく思わない」者は運動習慣を持つ割合が低いことが明

らかとなった。運動習慣を形成し、労働適応能力を増進するためにもワークライフバ

ランスは重要である。

右上図の「労働負担Index」とは、次の４つの質問項目「今の職場で、非常に速く働かなければならないこ
とがどれくらいありますか」「今の職場で、一生懸命働かなければならないことがどのくらいありますか」
「今の職場で、新しい知識や技術が求められることがどのくらいありますか」「今の職場で、時間が足りず、
仕事を処理しきれないことがどのくらいありますか」に対する主成分分析によって算出された値（平均100，
標準偏差10）。労働負担Indexの数値が高いほど現在の仕事における負担感が強いことを意味する。
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（5）生活機能及び疲労・回復機能

生活機能、疲労様態との関連においては、運動習慣がある者、労働適応能力が高い者

は、そうでない者と比較して転倒／転落等の生活機能に対する自己評価が高く、疲労の

程度が低いことが示唆された。
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また、勤務時間及び休憩時間が適切に設定されている職場、ワークライフバランス

がよい職場ほど、疲労回復の指標がよいことが示唆された。

「生活機能Index」とは、次の６の質問項目「仕事を含め、日常生活の中で転倒する」「片足で立ったまま
靴下をはくことができない」「立ちくらみがする」「家の中でつまずいたり、すべったりする」「（新聞や人の
顔が）よく見えない」「（会話など）耳があまりよく聞こえない」に対する主成分分析によって算出された値
（平均０，標準偏差１）。生活機能Indexの数値が高いほど生活機能が高いことを意味する。
同様に、「疲労回復Index」とは、２つの質問項目「あなたは現在の仕事で疲れることがありますか」「仕事

の疲れが次の日まで取れないことがありますか」に対する応答から算出された値（平均０，標準偏差１）。
疲労回復Indexの数値が高いほど、疲労様態が少なく、慢性疲労傾向がないことを意味する。
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（6）高齢期の就業意識

高齢期における就業意識について、「現在の健康状態から考えて、10年後、現在の

仕事は可能と思いますか」という設問に対する50～69歳のデータをディシジョンツリ

168



－ 20－

ー分析 注）により検討した。その結果、年齢にかかわらず優れた労働適応能力を持つこ

とが、高い就業意欲を持つための十分条件であることが示唆された。また、標準的な

労働適応能力を持つ場合は、運動習慣の形成、生活機能の向上が暦年齢よりも上位の

要件である可能性が示された。高齢期における就業意識を高めるためには、労働適応

能力の維持増進が最重要課題であり、加えて運動習慣の形成、生活機能、体力水準の

維持増進が必要であると考えられる。

注）ディシジョンツリー分析とは：いくつかある質問項目の中から、最良の結果を得るための最適な選択肢の組み合わせ

を検索する分析方法の一つで、決定木とも呼ばれる。結果を最も良く分類する質問項目から順々に分岐していき、選択

肢の組み合わせの中から最も結果が良い条件を探し出す分析方法。
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おわりに………………………………………………………

日本人の平均余命は男性が79.64歳、女性では86.39歳にまで伸び（平成22年度簡易生

命表、厚生労働省）、その高齢化率は23.1％となり、高齢者１人に対して生産人口2.8人

となっている。21世紀中頃まで続くと考えられるこの超高齢化社会を鑑みると、55歳以

上を高齢労働者、65歳以上を高齢者、さらには生産人口を15歳から64歳とする区分自体

が日本の人口構造にそぐわない状況になりつつある。現在の日本人の健康状況を観察す

ると、加齢に伴い肥満者の割合、高血圧者の割合が増大し、高脂血症、脳卒中、虚血性

心疾患の増大傾向がみられる。これらの人口学的、公衆衛生学的な観点に加え、公的年

金の支給年齢引き上げや高齢者雇用の法整備など社会経済学的な要因もあり、高齢労働

施策は今や吃緊の課題である。超高齢社会に対応するために最初になすべき施策は、高

齢であっても日常生活及び労働生活を営める社会（アクティブエイジング社会）の構築

であり、次いでこれを土台にした、暦年齢にとらわれずに日常生活および労働生活にお

いて生産性を発揮することができる社会（プロダクティブエイジング社会）の構築であ

る。

日本の企業の高齢労働対策の動向を探ることを目的とした2009年度調査「70歳雇用に

向けた体力等に関する調査研究」では下記の３点が明らかとなった。

１．企業は法的義務のある61歳から65歳までの雇用については前向きに対処しているが、

65歳以降や70歳以上の高齢者活用は視野に入っていない企業が多い。

２．企業における高齢者の健康確保対策は、疾病予防や疾病管理だと捉える傾向があり、

加齢による機能低下への対策に関する認識は高くない。

３．企業は高齢者の健康確保対策へ産業医を活用することが不十分である。

今回の調査においても東証一部上場企業を対象として前回と同様の手法を用いてより

大きなサンプルサイズを求めて行った。合わせて東証一部上場企業以外に対しても調査

した。その結果、2009年度調査結果と同様の結果を確認することができた。

体力水準については加齢による低下は否めないものの、運動習慣の形成による心肺機

能、平衡機能の保持は可能であることが示唆された。特に体力水準の低下が顕著となる

50歳代以降においては運動習慣を形成することによる効果が明らかであった。また加齢

による転倒リスクの増大に対応するためにも、適切な運動プログラムによる職場介入は

労使双方にとって有益であることが示唆された。

今回の調査結果の中で最も重要な発見は、高齢期における労働意欲の源泉は暦年齢で

はなく労働適応能力であることが示唆されたことである。そして、高齢労働期に至って

も高い労働適応能力を維持している者は「70歳現役」を実現する可能性が高いという結

果を得た。労働適応能力自体を伸ばすためには、運動習慣の形成、労働負担の適正化、

ワークライフバランスの確保が重要である。特にワークライフバランスは運動習慣形成

おわりに………………………………………………………
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にも影響しており、過重労働の抑制、睡眠バランスの確保の観点からも快適職場づくり

を推進していく必要がある。

以上の調査結果を基に、高齢期においても働くことが可能となるための生活モデルを

構築し、エイジ・マネジメント施策に関する提言を行った。生活モデルにおいては、高

齢期を健やかに働くために必要な健康資源の確保を目指した「運動習慣形成」と「睡眠

バランスの確保」の２つの柱があり、それに対応したエイジ・マネジメント対策の骨子

を示した。すなわち、各年代に応じた生活支援及び快適職場づくりへの対策ポイントを

提案した。

このエイジ・マネジメント施策は準備期（20～30歳代）、対策期（40～50歳代）、そし

て実践期（60歳代前半・後半）の３段階に分ける事が出来る。準備期においては、20～

30歳代を対象に健康教育を柱とした集団的なアプローチを用いて、仕事上のキャリア形

成と自身の健康増進を両立させることの重要性を意識させる。次に壮年期を対象とした

対策期では、健康・体力評価と労働適応能力評価の２つを評価軸を用いて、労使双方が

“生産性を維持しながら健康に働くためには何をしなければならないか”を考え、運動

習慣形成や生活習慣病の予防、労働適応能力・環境適応能力の増進に努めることが重要

な取組みとなる。最後に、60歳以降の実践期では、働くことによって健康が維持され、

そのことに満足を得、さらに労働意欲を高めるアクティブエイジング・サイクルを確立

するために、高齢労働者に適応した職務・職場環境の再設計による生産性の維持と、生

活習慣関連疾患の予防を中心とした健康増進対策が中心的な取組みとなる。

現在は「就労を継続することによってWell-Beingを実現する」ことに対する社会的な合

意形成の過渡期にある。これまでは、体力・健康増進は福利厚生の一環であり、企業活

動における生産性とは分けて考えられてきたが、これからの超高齢社会に対応するため

には企業レベルにおいても生産性の向上とヘルスプロモーションを同一の到達目標とし

て捉えることが必要になってくる。今回の研究成果はそれを裏付ける重要なエビデンス

を提供するものであるが、横断研究デザインであるため、明確な因果関係を立証するに

は至っていない。エイジ・マネジメント施策を精緻化し、その有効性を検証するために

は、今後もフォローアップ研究や介入研究を含めた様々なレベルの研究を推進していく

ことが重要である。しかしながら、今回の研究成果から導かれた個々人の生活モデルお

よびエイジ・マネジメント施策は、我が国の労働施策がこれからの超高齢社会に対応し

ていくための重要な足がかりになるであろう。

〈 産業医科大学　教授　神代 雅晴 〉
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